
アプリ口座開設に係る特約 

 

１．（特約の適用範囲） 

（１） この特約は「おかしんアプリ」（以下、「本アプリ」といいます。）のアプリ口座開設から開

設した岡崎信用金庫（以下、「当金庫」といいます。）の本支店（おかしんインターネット

支店を除く）の普通預金口座（以下、本口座といいます。）に適用される事項を定めるもの

です。 

（２） この特約は「普通預金規定（普通預金無利息型を含む）」「総合口座取引規定」「おかしんア

プリ利用規約」（以下、「原規定等」といいます。）の一部を構成するとともに原規定等と一

体として取り扱われるものとし、この特約の定めがない事項に関しては原規定等が適用さ

れるものとします。 

（３） この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは原規定等

に従います。 

 

２．（預金契約の成立） 

（１） 本口座は、当金庫が所定の開設手続きを完了した時点で、当金庫とお客さまの間に契約が

成立するものとします。 

（２） ただし、転送不要郵便で送付したキャッシュカード等が当金庫に返送されてきた場合には、

当金庫はお客さまに通知することなく、開設した口座を解約できるものとします。 

 

３．（通帳の不発行） 

本口座は、紙通帳の発行を行いません。入出金の履歴は本アプリによりご確認ください。 

 

４．（印鑑の届出） 

本口座の印鑑は、口座開設後に別途当金庫所定のお手続きにより届け出ることができます。

印鑑のお届けが完了するまでは、印鑑が必要なお取引はできません。 

 

５．（免責事項） 

この特約およびこの特約に基づく取扱等について損失・紛議が生じても、当金庫の責めに

よる場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

 

６．（特約の変更） 

（１） この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認め

られる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、

変更できるものとします。 

（２） 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 

 

以上 

（2023年 10月 19日現在） 


